
 

 

 

資料２－５ 最近の小笠原諸島に関するトピックス等 

 

 

 

・「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」

の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

・排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮

線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の概要・・・・２ 

・我が国大陸棚延長に関する大陸棚限界委員会の勧告について 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

・レアアースの泥の発見、外国漁船の違法操業取締り・・・・５ 
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レアアースの泥の発見 

○日本の最東端の南鳥島（東京都小笠原村）周辺の排他的経済水域（EEZ）の海底に、レ

アアース（希土類）を大量に含む泥の大鉱床があることを東京大学の研究チームが発見。 

○同様の泥は南東太平洋の公海上などで見つかっていたが、日本の EEZ 内では初。 

○国内の年間消費量の２００年分を超える埋蔵量とみられ、採掘が実現すれば中国からの

輸入依存を脱却できる可能性。 

※レアアース 

 ハイテク素材に少量添加するだけで性能が飛躍的に向上。 

 世界の生産量の 97％を中国が占有している。 

 中国の最大の輸出国は、日本（ハイブリッド車や液晶テレビの製造などで年間３万トン

のレアアースを必要としている。）。 

 

外国漁船の違法操業取締り  

事例１ 台湾漁船違法操業事件（小笠原諸島周辺海域） ※海上保安庁 HP より 

平成 22 年 9 月 6日午後 2 時 37 分頃、しょう戒中の当庁航空機が、小笠原諸島聟島（む

こしま）付近の我が国排他的経済水域内において、操業中の台湾漁船「新徳益 186 號」を

認め、巡視船「あまぎ」が現場海域に急行しました。 

9 月 7 日午後 3 時 12 分頃、「あまぎ」が到着し、立入検査を実施したところ、当該漁船

が我が国排他的経済水域内で無許可操業していたことを突き止めました。 

このため、9 月 8日午前 10 時までに、当該漁船の船長及び船舶所有者の 2 名を、「排他

的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」違反により通常逮

捕するとともに、船体等を差し押さえました。 

9 月 10 日、代理人から担保金制度に基づく担保金の提供を保証する書面が提出された

ため、船体等の押収物を返還し被疑者 2 名を釈放しました。 

小笠原諸島周辺海域では、平成 22 年 2 月 22 日にも我が国の領海内で違法操業を行って

いた台湾漁船を検挙しています。 

 

事例２ 小笠原諸島嫁島周辺領海内における中国漁船立入検査忌避事件  

※海上保安庁資料より 

 (1)平成23年12月21日午後６時頃、しょう戒中の巡視船から出発したヘリコプターが、

小笠原諸島嫁島の南西約 10 キロメートル海上の我が国領海内において中国漁船を

認め、当該漁船は航走を開始したことから、巡視船が漁業法に基づく立入検査を実

施するため停船命令を発するもこれに従わず逃走を続けたことから、追跡を開始し

た。 

(2)21 日午後６時 41 分頃、小笠原諸島嫁島の南西約 17 キロメートル海上において、巡

視船が当該漁船を停船させた後、21 日午後７時 18 分頃、当該漁船船長（中国人）

を漁業法違反（立入検査忌避）により、現行犯逮捕した。 

5


